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長期未着手都市計画公園・緑地見直しカルテ（1/2）

5 ・ 4 ・ 1 約 12 月

約 11 月

約 有 ・ 無

約 有 ・ 無

約 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無

　当該公園は、小田急電鉄「本鵠沼駅」から約750ｍ西に位置している。周辺は、戸建て住宅や集合住宅等が建ち並ぶ住宅エリアとなっており、幹線道路北側では、大規模な土地利用転換が行われ、戸建て住宅や商業・福祉施設等の新たなまちづくりが行われている。

【都市計画総括図（2016年（平成28年）3月）】 【土地利用状況図（平成22年度都市計画基礎調査）】

【公園及び周辺の特徴】 【都市計画基本図兼道路幅員別現況図（2014年（平成26年）12月）】

① 約 ha
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参考図のとおり

1957年
名　　　称

計 画 面 積( A ) 4.4 ha 当初決定年月
No. 51長久保 公園 供用済面積( B ) 3.4 ha 最終決定年月 1970年 （昭和45年）

（昭和32年） 用途地域

経　過　年　数 約 60

第一種低層住居専用地域

種　　　別 総合公園 事業中面積( C ) 0.75 ha 年

土地利用関連

津波浸水想定区域

現況土地利用 　　宅　地　　・　　農　地　　・　　樹林地　　・　　道　路　　・　　公　園　　・　　公園予定地　　・　　その他（　　　　　　　　　）

位　　　置 辻堂太平台2丁目
地区

開設率((B+C)/A) 94

建ぺい率 40 ％

その他の地域地区 風致地区 容積率 80 ％

その他1

土砂災害警戒区域 （　　　　　　　　　　　　　　　）

2017年（平成29年）4月1日時点

（　　　　　　　　　　　　　　　）

その他2

洪水浸水想定区域辻堂長期未着手面積 0.25 ha

誘致圏域内における都市公園
面積の割合（周辺の都市公園
含む）

約9%

・昭和32年に都市計画決定が行われ、昭和
45年に建設省通達に基づき、名称（番号）・
種別の変更を行った。
・当初決定の際は、周辺の街路と一体で公
園整備を行うことが想定されていたが、整備
事業が行われることなく、現道を生かした形
で周辺に建築物等が建築されていった。
・公園用地の一部取得等を行い、平成元年
度に部分的に開設をした。

当初都市計画決定からの経過

誘致圏域関連等

％ 人口集中地区(DID)

13　　地　　区

急傾斜地崩壊危険区域

周辺状況

　当該地は、松樹に覆われた砂丘となっており、市
街地の展望にも良いため、「長久保公園」を計画し
た。

当初都市計画決定理由

「水とみどりのネットワークづくり」
への寄与

該当有

0%
誘致圏域内における未到達区
域の割合

公園・緑地の周辺状況

公園・緑地に類する機能を有する周辺施設

■当該公園は都市緑化植物園の機能を有しており、

本市の緑の情報発信源として、大きな役割を果た

している。

また、各種イベント等を開催しており、来園者が

多く訪れる公園である。

当該公園は広域避難場所に指定されている。

当該公園の長期未着手区域は住宅用地や駐

車場となっており、また、道路が敷地を分

断している。

戸塚茅ヶ崎 戸塚茅ヶ崎

戸塚茅ヶ崎

凡例

図中の赤い円：

当該公園・緑地の

標準的な誘致距離

（半径250ｍ）

図中の赤い区域：

当該公園・緑地の

都市計画決定区域

総括図中の青い区

域：

当該公園・緑地の

供用済区域

戸塚茅ヶ崎

民間事業者による新たなまちづくりが行われ、住

宅地のほか、商業施設、福祉施設等が立地してい

る。

まちづくりにともない、計３箇所の公園が新たに

創出されている。



長期未着手都市計画公園・緑地見直しカルテ（2/2） 公園名称：5・4・1　長久保公園　No.51

高 低

あ　る な　い

あ　る な　い

あ　る な　い

あ　る な　い

 Ａ 湘南の風致の形成と
　　 歴史文化の継承

あ　る な　い

 Ｂ 地域の優れた景観形成 あ　る な　い

 Ｃ 市街地の景観演出 す　る しない

 Ａ 快適な生活環境の形成 す　る しない

 Ｂ 生きものの生息環境の
　　 形成

い　る いない

 Ｃ 自然の水循環の維持 いない い　る

される されない

される されない

 Ｂ 自然とのふれあいの場の
　　 形成

あ　る な　い

 Ｃ 観光レクリエーションの場
　　 の形成

あ　る な　い

い　る いない

される されない

される されない

供用済面積割合 約77%

事業中面積割合 約17%

長期未着手面積割合 約6%

周辺の都市公園 あり

類似施設 －

②
景観

①
防災

1
機
能

5
都市
計画
制限

4
代替性

3
実現性

2
まちづくり

との
整合性

④
レク

③
環境
保全

 Ｂ 自然災害からの防御

津波浸水想定区域等に近接しており、避難場所等としての利用が想定されるものの、現状の供用区域で一
定の機能を果たすことが可能である。

（土砂災害警戒区域等及びその周辺区域に該当しない。）

評　　　価

評　　価　　項　　目

ａ 当該公園・緑地の周辺において、「延焼危険度の高い地域」があるか

ｂ 当該公園・緑地の整備により行き止まり道路が解消される可能性があるか

評　　　価　　　理　　　由

 Ａ 避難場所、避難路

「藤沢市災害危険度判定調査」における当該公園周辺地区の延焼危険度ランクは２であり、比較的危険度
が低い地区であると想定される。

戸塚茅ヶ崎線から当該公園まで６ｍ以上の道路幅員で接続している。当該公園の整備により、行き止まり道
路の解消には寄与しない。

（公園・緑地を新規整備する必要性）

長期未着手区域内に良好な景観要素等は存在しない。

長期未着手区域内に良好な樹林地は存在しない。

当該公園の一部供用開始区域等が良好な街なみ形成に寄与している。

ａ 当該公園・緑地（長期未着手区域）が津波浸水等の想定区域に近接している場合（浸水想定区
域内を除く）、津波災害等の想定時に避難場所等として、利用される可能性があるか

ｂ 当該公園・緑地（長期未着手区域）が土砂災害警戒区域等及びその周辺区域にある場合、住宅
地等とのバッファゾーンになりうる可能性があるか

ａ 当該公園・緑地（長期未着手区域）内に「文化財」や「良好な景観要素」があるか

ａ 当該公園・緑地（長期未着手区域）内に「良好な樹林地」があるか

ａ 当該公園・緑地（長期未着手区域）は自然的な景観要素として、「良好な街なみ形成」に寄与す
るか

 Ａ 日常的なレクリエーション
　　 の場の形成 ｂ 当該公園・緑地周辺に「コミュニティ関連施設（市民センター・公民館、小学校、幼稚園・保育

園、老人ホーム、病院等）」が立地している場合、施設利用者の高い需要が想定されるか
当該公園の周辺には、大規模病院等が立地しているものの、既に一定規模の都市公園等が確保されてい
る。

（当該公園周辺において、現時点では、大規模土地利用転換は予定されていない。）

（当該公園周辺において、現時点では、都市計画の見直しは予定していない。）

当該公園の供用区域により、十分な施設規模が確保されている。

ａ 当該公園・緑地の長期未着手区域内における土地利用形態が、周辺土地利用との連続性を阻害しているか（本項目は、現況
の確認であるため、公園・緑地の必要性とは関係ありません。）

「るるぶ藤沢2016」に当該公園内のフジの花が紹介されているものの、現状で一定の機能を果たしている。

ａ 当該公園・緑地（長期未着手区域）内に既存樹林がある場合、これを生かした自然とのふれあい
の場など、「環境教育フィールド等」になりうる機能があるか

ａ 当該公園・緑地の独自性が著しく高い場合など、「観光振興」に寄与する機能があるか

ａ 当該公園・緑地（長期未着手区域）は近隣住民の遊び場や憩いの場として、地域住民の需要が
想定されるか

（当該公園（長期未着手区域）に既存樹林は存在しない。）

ｃ 周辺の都市計画（用途地域、道路等）の見直し等にともない、当該公園・緑地の必要性が高まることが想定されるか

ｂ 大規模な土地利用転換等の新たなまちづくりにともない、当該公園・緑地の必要性が高まることが想定されるか

・藤沢市緑の基本計画では、当該公園について、「都市緑化植物園の機能を有しており、緑の情報発信源として、機能の充実をは
かります。」としている。
・当該公園を含む周辺地域では土地区画整理事業等が予定されていない。
・当該公園の長期未着手区域に、道路があるため、道路の移設に多額な費用を要すると想定される。

・当該公園は、都市計画決定理由である「樹林地保全」「砂丘からの展望」等の機能確保が求められている。
・当該公園の一部が供用されており、上記機能は確保されている。
・当該公園は藤沢市緑の基本計画計画において「緑の普及・啓発の拠点」として位置付けられている。

4引地川緑地（整備済）

3・5・19鵠沼海岸引地線（整備済）
他の都市計画
事業との関連

土地区画整理事業等

都市計画道路

都市計画公園・緑地

な　し

・当該公園及び周辺地域については、主に環境保全機能に課題があるものの、防災
機能に大きな課題は見受けられない。
・周辺まちづくりとの整合が図られており、当該公園の必要性が確認される。
・当該公園を含む周辺地域では、土地区画整理事業や大規模な土地利用転換等
が予定されていないため、長期未着手区域と周辺街路等との一体的な整備は困難
である。
・当該公園の一部供用区域により、当該公園配置の主目的である「砂丘からの展
望」、「緑の相談所ー都市緑化植物園ー」等の機能が確保されている。
・長期未着手区域を廃止した場合、当該公園の誘致圏域内における未到達区域の
拡大に影響しない。また、誘致圏域内に一定規模の都市公園が確保されている。

・これらを総合的に勘案した結果、当該公園の一部供用区域により、一定の公園整
備水準が確保されていることから、当該公園の長期未着手区域を、これ以上の拡張
は行わない「変更候補」とする。

総合評価

変更
候補

・容積率80％の第一種低層住居専用地域に位置している。

ａ 当該公園・緑地（長期未着手区域）は緑地空間として、「住生活環境の向上」に寄与するか

ａ 当該公園・緑地の区域内において、過去に自然環境の実態調査等が行われた場合、希少な生
きもの等が確認されているか

長期未着手区域内は低層住宅等に利用されているため、周辺土地利用との連続性を阻害している可能性は
低い。

ａ 当該公園・緑地の周辺において、「地下水涵養」が期待される農地や樹林地等が存在しているか

当該公園の誘致圏域における緑被率は約28％であり、現状では樹林地等が多い区域である。

（過去に自然環境実態調査は行われていない。）

当該公園の誘致圏域における農地・樹林地等の割合は約9％であり、周辺の地下水涵養機能は高くない。


